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放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業のののの設備及設備及設備及設備及びびびび運営基準運営基準運営基準運営基準についてについてについてについて 

 

１ 趣旨  

平成２４年８月子ども・子育て関連３法の成立に伴い児童福祉法が改正され、

放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を市町村において、平成２７年 

４月１日施行日とする条例を定めることとなった。 

市町村での条例化にあたり、放課後児童健全育成事業に従事する者及び従事

する員数については厚生労働省令で定める基準に従い、その他の事項について

は厚生労働省令で定める基準を参酌することとなっている。 

 

２ 国が定める基準は以下のとおり。  

① 従事する者（職員の資格）【従うべき基準】  

② 職員の員数【従うべき基準】  

③ 児童の集団の規模【参酌すべき基準】 

④ 施設・設備【参酌すべき基準】  

⑤ 開所日数・時間【参酌すべき基準】  

⑥ その他社会保障審議会児童部会で必要と認められる事項【参酌すべき基準】 

    

３ 国の示す主な基準 

従事従事従事従事するするするする者者者者、、、、職員職員職員職員のののの員数員数員数員数    ※※※※従従従従うべきうべきうべきうべき基準基準基準基準    

項目 国の示す基準の内容 

従事す

る者 

児童の遊びを指導する者（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

第３８条第２項各号のいずれかに該当する者）を基本とし、都道府県の

研修を修了した者とする。 

 平成３２年３月３１日までに研修を修了することを予定している者を

含めるものとする。 

職員の

員数 

一つの支援の単位（クラス）に対し職員を２人以上配置し、うち１人

以上は有資格者とする。 

児童数が２０ 人未満のクラブについては、２人以上の専任職員の配置

を原則としつつ、併設する施設の職員等が兼務可能な場合には、専任職

員は１ 人でも可とする。（この場合の専任職員は有資格者とする。） 

≪≪≪≪本市本市本市本市のののの対応対応対応対応≫≫≫≫    

国国国国のののの基準基準基準基準にににに沿沿沿沿ったったったった基準基準基準基準としたいとしたいとしたいとしたい。。。。    
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児童児童児童児童のののの集団集団集団集団のののの規模規模規模規模    ※※※※参酌参酌参酌参酌すべきすべきすべきすべき基準基準基準基準    

児童の集団の規模は、おおむね４０人までとし、児童数とは毎日利用する人数

に一時的に利用する児童の平均利用人数を加えた実利用人数とする。 

児童数がおおむね４０人を超えるクラブについては、複数のクラブに分割して運

営することや、１つのクラブの中で複数の児童の集団に分けて対応するよう努め

る。    

≪≪≪≪本市本市本市本市のののの対応対応対応対応≫≫≫≫    

児童児童児童児童のののの集団集団集団集団のののの規模規模規模規模はははは、、、、おおむね４０おおむね４０おおむね４０おおむね４０人人人人までとするまでとするまでとするまでとする。。。。ただしただしただしただし、、、、このこのこのこの条例条例条例条例がががが施行施行施行施行

されるされるされるされる時点時点時点時点でででで、、、、すでにすでにすでにすでに放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業のののの用用用用にににに供供供供されされされされ、、、、市長市長市長市長がががが保育保育保育保育にににに支支支支

障障障障のないのないのないのない範囲範囲範囲範囲とととと判断判断判断判断したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、当分当分当分当分のののの間間間間、、、、適用適用適用適用しないものとしたいがしないものとしたいがしないものとしたいがしないものとしたいが意見意見意見意見をををを

聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。（。（。（。（基準基準基準基準によるによるによるによる待機児童発生待機児童発生待機児童発生待機児童発生のののの抑制抑制抑制抑制のためのためのためのため））））    

    

施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備    ※※※※参酌参酌参酌参酌すべきすべきすべきすべき基準基準基準基準    

遊び及び生活の場並びに静養するための機能を備えた専用区域と必要な設備及

び備品等の整備 

専用区域の面積は、児童１人につきおおむね1.65 ㎡以上とする。 

専用区域と必要な設備及び備品等の整備は、衛生及び安全を確保しなければなら

ない。    

≪≪≪≪本市本市本市本市のののの対応対応対応対応≫≫≫≫    

国国国国のののの示示示示すすすす基準基準基準基準のとおりとするがのとおりとするがのとおりとするがのとおりとするが、、、、ただしただしただしただし、、、、専用区域専用区域専用区域専用区域のののの面積面積面積面積についてはについてはについてはについては、、、、このこのこのこの

条例条例条例条例がががが施行施行施行施行されるされるされるされる時点時点時点時点でででで、、、、すでにすでにすでにすでに放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業のののの用用用用にににに供供供供されておりされておりされておりされており、、、、

市長市長市長市長がががが保育保育保育保育にににに支障支障支障支障のないのないのないのない範囲範囲範囲範囲とととと判断判断判断判断したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、当分当分当分当分のののの間間間間、、、、適用適用適用適用しないものとしないものとしないものとしないものと

したいがしたいがしたいがしたいが意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。（。（。（。（基準基準基準基準によるによるによるによる待機児童発生待機児童発生待機児童発生待機児童発生のののの抑制抑制抑制抑制のためのためのためのため））））    

    

開所日数開所日数開所日数開所日数・・・・時間時間時間時間、、、、そのそのそのその他他他他    ※※※※参酌参酌参酌参酌すべきすべきすべきすべき基準基準基準基準    

開所日

数・時間 

休業日については１日８時間以上、休業日以外については１日平

均３時間以上を原則とする。 

年間 250 日以上を原則とし、その地方における児童の保護者の就労

日数、小学校の休業日その他の状況等を考慮する。 

その他 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の総則（一般原則等）

に規定されている事項等を踏まえる。「非常災害対策」、「虐待等の禁

止」、「秘密の保持に関すること」、「保護者、小学校等との連携等」、

「事故発生時の対応」等 

≪≪≪≪本市本市本市本市のののの対応対応対応対応≫≫≫≫    

国国国国のののの基準基準基準基準にににに沿沿沿沿ったったったった基準基準基準基準としたいとしたいとしたいとしたい。。。。 


